
2026.3 

入居受付について 

 

申込はすべてメールで受付いたします。 

FAX では受付出来かねますので何卒よろしくお願いいたします。 

 

☆個人の方 

1. 個人用賃貸保証申込書 

2. （外国籍の方のみ）母国親族連絡先届 

3. 本人確認書類（いずれか 1 点） 

・運転免許証 ・印鑑証明書 ・パスポート ・マイナンバーカード 

・外国籍の方：・外国人登録証明書（表裏両面）・在留カード ※期限切れ不可 

※審査状況により追加で資料をご提出いただくことがあります。 

 

 

☆法人の方 

1. 法人用賃貸保証申込書 

2. 商業登記簿謄本（3 か月以内） ・公証人役場印のある定款（設立中で謄本がない場） 

※審査状況により追加で資料をご提出いただくことがあります。 

 

 

メール送付時下記の様式で御送付下さい。 

件名： 物件名＋部屋番号   

メール本文： ①御社名、②担当者名、③連絡先  

申込用紙： PDF  身分証：PDF 又は JPEG 

 

・申込時に入居希望日が未決定の場合は、審査結果のご連絡の時にお知らせください。 

・広告料は相殺不可です。「お客様にサインをいただいた鍵受領書」と「請求書」が弊社に到着し

た後にお支払いします。（申し訳ありませんが振込手数料はご負担ください） 

 

申込書送信アドレス 

uktk@kishifudousan.com 

株式会社紀志不動産 TEL 06-4790-1110 

FAX 受付不可 

mailto:uktk@kishifudousan.com


03-6240-3381FAX

※

100 100
50,000 4,000
10%/毎年
（20,000円）

500円/毎月

440 なし

株式会社紀志不動産
06-4790-1110

27-27-58116-000



保証委託契約
私（賃借人、以下「甲」という）と株式会社いえらぶパートナーズ（以下「乙」という）は、以下のとおり、賃貸
保証委託契約（以下「本契約」という）を締結します。本契約は、賃貸保証委託契約書（以下「本契約書」と
いう）に記載されている物件（以下「本物件」という）に関する賃貸借契約（一時使用契約・利用契約を含
む、以下「原契約等」という）に基づくものとします。

第１条（保証委託）
１．甲は乙に対し、原契約等に基づいて発生する債務についての保証を委託し、乙はこれを受託します。
２．甲が法人の場合には、甲の代表者または入居者（使用者/利用者）が原契約等の連帯保証人であるこ
とが条件となります。ただし、乙が連帯保証人を不要とする旨を認めた場合は、この限りではありませ
ん。

３．賃貸人またはその代理人が本物件を第三者に売却した場合、本契約は終了します。ただし、新賃貸人
及び乙が保証継続を希望し、保証約款に同意の上、乙所定の手続きを行った場合は、本契約を継続す
ることができます。

４．本契約は、甲及び賃貸人または賃貸人代理人が本契約を締結（署名・捺印）し、甲が初回保証料（事務
手数料を含む）を支払ったときに成立します。また、甲は本契約成立の条件として、預金口座振替依頼
書を乙に提出します。

第２条（保証料）
１．甲は、本契約書記載の保証料（初回保証料（事務手数料を含む）、月額保証料、更新保証料等）を、乙の
定める方法により支払います。

２．月額保証料に関しては、本契約書記載の契約始期日の翌月から、甲は、本契約書記載の金額または本
契約書記載の算出方法により算出された金額を、乙に支払うものとします。

３．賃貸人は、甲に代わって保証料支払債務を支払うことができます。この場合、これに基づく求償権を甲
に対して行使しないものとします。

４．原契約等が中途解約され、本契約が解約された場合でも、甲は、保証料並びに賃料等の返還を請求で
きません。

第３条（契約期間）
１．本契約の契約期間は、契約締結日より、原契約等の解約または解除される日までとします。
２．原契約等が終了し、明渡しが完了した場合には、本契約は終了します。
第４条（保証範囲）
１．乙は、原契約等に明記されていることを条件として、次の各号に該当する債務について保証します。
（１）原契約等に明記されている、契約始期日以降に発生した家賃・管理費（共益費）・駐車場代・変動費

等（以下総称して「賃料等」という）。ただし、本契約書に明記されているものに限ります。
（２）原契約等の解除後における本物件の明渡し義務不履行によって生じた賃料等相当損害金。ただ

し、第３条２項の明渡し完了の日を以って賃料等相当損害金に対する保証は終了します。なお、明
渡月の日割賃料等を計算する場合は、明渡月の実日数を分母として計算するものとします。

（３）原契約等を解除後に動産類（車両を含む）の残留物がある場合の撤去・保管・廃棄費用。
（４）前各号の債務の履行に関し、訴訟等の法的手続きに要した費用。
（５）その他、乙が相当と認めたもの。
２．乙は、原契約等の期間途中で本契約を締結する場合、審査時及び本契約締結時において、本物件の
賃料等の未納が一切なく、また、過去の賃料等の支払において２ヶ月分以上の滞納が発生していない
ことを条件に、甲についての保証を受託します。なお、本契約締結後に当該債務の存在が発覚した場
合、あるいは当該債務が存在していたにも関わらず、賃貸人またはその代理人による賃料等の減免も
しくは立替で当該債務が解消されていた場合は、本契約締結後の賃料等を含め、全額免責とします。

第５条（変更について）
１．本契約内容に変更が生じた場合、甲は、賃貸人またはその代理人を通じ、乙に対して速やかに変更内
容を届け出なければならないものとします。

２．前項の変更内容は、乙の承認後に変更されるものとします。
第６条（定期借家契約等）
１．原契約等で転貸が認められている場合であっても、入居者、使用者、利用者が変更となった時点で本
契約は終了します。

２．原契約等が中途解約を認めていない場合でも、甲が賃貸人または第三者に本物件を明渡した日を以
って、本契約は終了します。

第７条（保証債務の履行）
甲が、原契約等に基づく債務の履行を遅延した等の理由により、乙が、賃貸人から保証債務の履行を求め
られた場合は、本物件の明渡しが完了し、全ての債務が確定した後に、乙は、甲に対して事前に通知をす
ることなく、賃貸人に対して保証債務を履行することができるものとします。
第８条（求償権の範囲）
乙が保証債務を履行したときは、甲は乙に対し、乙が支出した以下の各号に定める金員及びこれらに対
する遅延損害金を支払うものとします。なお、遅延損害金は、弁済または支出が発生した日から起算し、
年率１４．６％の割合で算定されるものとします。
(1)乙が履行した保証債務の弁済額及び弁済のために要した諸費用
(2)求償権の実行または保全のために要した費用（郵送費用、訴訟費用、弁護士費用、執行手続きに係
る費用等）

(3)明渡しに要した費用（残置物の撤去、保管、廃棄費用等）
(4)その他、求償権の実行または保全、並びに明渡しに必要と認められる費用

第９条（債権譲渡）
甲は、本契約に基づき乙が取得する求償権を、乙指定の会社に譲渡することを予め承諾します。
第１０条（事前求償）
甲が次の各号に該当する事由が生じたときは、乙は甲に対し、保証債務の履行前であっても事前に求償
権を行使することができるものとします。
（１）甲の破産手続き開始の決定を受け、賃貸人が該当する破産財団の配当に加入しないとき。
（２）原契約等に基づく債務が弁済期にあるとき。
第１１条（敷金等の預り金の取扱い）
原契約等に基づいて甲が賃貸人に預託した敷金等の預り金については、本物件の明渡し完了後、甲の未
払賃料等及び原状回復費用に充当した後に余剰が生じた場合、甲が乙に支払うべき未払債務に充当さ
れるものとします。
第１２条（勤務先等への連絡）
１．乙が甲の居宅または携帯電話に連絡をしても甲との連絡が取れず、法令上認められる場合やその他
正当な理由がある場合、乙が甲の勤務先または緊急連絡先に対し、甲の所在その他連絡方法を問い
合わせすることについて、甲は予め承諾します。

２．甲並びに緊急連絡先の個人または団体は、前項による乙からの問い合わせについて、乙に対し、名目
の如何を問わず損害賠償その他一切の請求をすることはできません。

第１３条（本物件内の立ち入り）
乙は、法令上認められている場合、または、甲について身体の異常その他緊急の事態が発生した可能性
がある場合には、甲の承諾なしに本物件の室内に立ち入ることができます。
第１４条（連絡要請）

甲は、原契約等に基づいて発生した賃料等を滞納したときには、乙に対して速やかに連絡するものとし
ます。また乙は甲に対し、原契約等で敷金等の預り金を差し入れているか否かに関わらず、物件の扉に手
紙を挟む等、連絡要請に関する適切な措置を講じることができます。ただし、物件の入退室を排除するよ
うな物理的な措置は講じないものとします。
第１５条（明渡しの成立）
甲は、原契約等の解除後、以下いずれかの各号に該当した場合、本物件の明渡しが成立したとみなすこ
とに同意します。
（１）郵便物の状況、電気・ガス・水道の利用状況等から、甲が本物件において退去したことが明らかに

認められるとき。
（２）本物件の鍵が賃貸人に返却されたとき、または本物件の室内外に置かれ、明渡しをされたことが

認められるとき。
第１６条（動産類の扱い）
１．第１５条に限らず本物件の明渡しが成立した場合、甲は本物件に残置された動産類の所有権を放棄し
ます。また、甲は、乙が当該動産類を撤去（搬出/運搬）・保管・廃棄することに何ら異議を申し出ないも
のとします。

２．前項において乙が残置動産（車両を含み、ゴミ類は除く）を保管する場合、保管開始後１ヶ月以上を経
過したときは、乙は甲に対して事前通知することなくこれを処分・譲渡することができます。

３．甲は前各項に関して発生する一切の費用を負担します。
第１７条（原契約等の解除）
甲の合意がある場合、または法令上認められている等の正当な事由がある場合は、乙は甲に代わり原契
約等を解除することができます。
第１８条（賃借権の承継）
１．甲の死亡等により債務の履行ができなくなった場合について、賃借権を正当に承継した同居者あるい
は親族がいる場合は、乙所定の手続を行うことにより、本契約期間終了まで、当該承継人との間で本
契約を継続することができるものとします。

２．前項に基づき賃借権を承継した者は、賃貸保証委託契約を再締結し、自身の名義の預金口座振替依
頼書を提出するものとします。

第１９条（集金、送金、保証金の前払い）
１．甲が原契約等に基づいて賃貸人に支払う賃料等の集金・送金業務は、乙が行います。なお、集金・送金
業務（本条第６項記載の保証金の前払いを含む）に関しては、乙が乙の固有の資産や他の業務に使用
する資産とは混同することがないよう分別して、自己信託証書に基づき管理する自己信託口座を使用
します。

２．集金は、預金口座振替規定に基づいて、預金口座からの引落しにより行います。また、月払いプラン
（月額保証料を支払うプラン）を契約した甲（入居者）に限り、クレジットカードによる支払いも選択で
きます（クレジットカード会社の定めるクレジットカード会員規約に従い決済するものとする）。なお、
利用できるクレジットカード及び口座は、原則甲名義のものとします。また、集金の方法を問わず、賃
料等の引落・送金手数料は、甲が負担とするものとします。※月払いプランを契約した場合でも、乙の
代理店業務を行う不動産事業者によっては、クレジットカードが利用できない場合があります。

３．賃料等の引落日は、毎月２６日または２７日（みずほファクター株式会社が振替を行う場合は２６日、り
そな決済サービス株式会社または三菱UFJファクター株式会社が振替を行う場合は２７日とし、いず
れも当該振替日が金融機関の休業日にあたる場合はその翌営業日とする。以下同じ）とします。

４．甲がクレジットカード払いを選択する場合は、乙のホームページからクレジットカード支払の登録を行
うことで、クレジットカードによる支払を利用することができます。ただし、クレジットカードにより決済
できない場合には、自動的に預金口座からの引落しによる支払いを利用するものとします。

５．乙は、集金した賃料等の賃貸人への送金を「保証契約書または保証約款」に基づいて行います。
６．第３項の期日に引落しができなかった場合は、乙が、賃貸人に保証金（未納賃料等相当額）を前払いし
ます（なお、乙は、甲及び入居者・使用者・利用者から本物件の明渡しが完了し、全ての債務が確定し
た後に保証債務を履行するものであり、本項による乙の保証金の前払いは保証債務の履行として未
納賃料等を弁済するものではありません）。また、引落結果の内容により、次回以降の引落しを止める
場合があります。

７．前項の場合、甲は、乙の請求に基づいて、未納賃料等とあわせて、請求事務手数料として税込２，９７０
円（保証プラン名が駐車場・コンテナ・切替の場合は税込１，１００円）を支払うものとします。支払方法
は、金融機関での振込またはコンビニエンスストア等での払込によるものとし、振込と払込に要する
費用は、甲の負担とします。なお、賃料等と、月額保証料、更新保証料、引落・送金手数料等の合計が
３０万円を超える場合にはコンビニエンスストアで使用できる払込票は発行されません。また、各種
保証料及び手数料については、消費税率の変更、その他の法令改正、経済状況の変動等の要因によ
り、乙からの通知に基づき金額が改定される可能性があります。

８．甲が未納賃料等を支払い、その額が未払い債務の全額に満たないときは、以下の順序に従って当然
に充当されるものとします。ただし、支払時期の古いものから順に充当します。
（１）保証料等、乙に対する債務
（２）未納賃料等
（３）その他の債務
９．甲が本契約締結時に賃料等を支払った月（期間）と振替開始によって乙が賃料等を集金する予定の月
（期間）との間に、賃料等未払月（期間）が発生する場合、乙が賃貸人に対し、当該賃料等未払月（期
間）の賃料等相当額の保証金を前払いすることがあります。この場合、甲は、乙の請求に基づいて、本
条第７項と同様の方法により当該未払賃料等を支払うものとします。ただし、甲は、請求と入れ違いに
賃貸人に当該賃料等を支払っているときは、その旨を乙に通知するものとします。

１０．甲が保証料、引落・送金手数料、及び請求事務手数料の支払いを遅延した場合、甲は、乙に対し、そ
の額及びこれに対する年１４．６％の割合による遅延損害金並びに請求のために要した費用を支払
わなければならないものとします。

１１．甲が預金口座からの引落しによる支払いを１２ヶ月間継続して一度も行わなかった場合、甲は、乙に
対し、預金口座振替依頼書を再度提出するものとします。

第２０条（請求書や支払督促状等の郵便物の返戻等）
１．乙が、甲指定の住所に郵送した請求書や支払督促状等の郵便物が延着・到着しなかった場合には、通
常到着すべきときに到着したものとします。

２．同一集金口座で郵便物の送付先住所が複数有る場合には、乙は、甲の承諾無く送付先住所をそのう
ちの一つに変更する場合があります。

第２１条（反社会的勢力の排除）
１．甲は乙に対し、次の各号の事項を確約するものとします。
（１）暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者またはその構成（以下総称して「反社

会的勢力」という）ではないこと。
（２）自らの役員（業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいう）が反社会的勢

力ではないこと。
（３）反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結するものでないこと。
（４）本契約が終了するまでの間に、自らまたは第三者を利用して、この契約に関して次の行為をしな

いこと。 
①乙に対する脅迫的な言動または暴力を用いる行為 
②偽計または威力を用いて乙業務を妨害し、または乙の信用を毀損する行為

（５）自らまたは第三者をして本物件（共有部分含）を反社会的勢力の事務所その他の活動の拠点に供
しないこと。

（６）反社会的勢力の居住や出入りをさせず、反社会的勢力が居住・使用していることを感知させる名
称や看板、代紋・提灯等を物件に表示行為をしないこと。

２．前項に反する行為が判明したり、事実が該当した場合には、乙は、何らの催告を要せずして、この本契
約を解除し、本契約に基づく一切の義務を免れるものとします。

３．前項の規定によりこの契約が解除されたことによって、甲が損害を受けた場合も、乙は何ら損害賠償
義務は負わないものとし、甲は乙に対し何ら一切の請求（保証料並びに賃料等の返還を含む）を行わ
ないものとします。

４．本条のいずれかの規定の適用により、乙が損害を被った場合、甲はこれを賠償しなければするものと
します。

第２２条（契約の解除）
次の各号に該当した場合、乙は甲に対し本契約を解除することができます。
（１）物件所有者（賃貸人）との賃貸借契約・一括賃貸借契約（マスターリース契約）・サブリース契約等

により賃貸人となった転貸人と物件所有者との間で争いがあり、双方から賃料等の送金先の明確
な合意がとれず、真の債権者が不確知となった場合。なお、乙が甲から賃料等を預かっている場合
は乙の判断で甲に賃料等を返金できるものとし、乙は一切の責を負いません。

（２）賃貸人（物件所有者及び物件所有者との賃貸借契約・一括賃貸借契約（マスターリース契約）・サ
ブリース契約等により賃貸人となっている場合を含む）との賃貸管理委託契約等を理由に、賃貸
人の代理人の立場を主張する個人や法人（賃貸管理会社を主張する個人や法人）が２名（社）以上
現れ、双方から賃料の送金先の明確な合意が取れない場合。なお、乙が甲から賃料等を預かって
いる場合は乙の判断で賃借人に賃料等を返金できるものとし、乙は一切の責を負いません。

（３）賃貸人が死亡し、本物件に関しての相続が円滑に行われなかった場合。
（４）その他、乙と、賃貸人もしくは代理人との保証契約が解除となり、本契約の継続が困難となった場

合。
第２３条（その他事項）
本契約に定めのない事項については、民法・その他法令や慣行に従い、双方誠意を持って協議・解決する
ものとします。
第２４条（合意管轄裁判所）
本契約に関して甲乙間で紛争が生じた場合は、本物件の所在地並びに乙の本社または支店の所在地を
管轄する地方裁判所または簡易裁判所を以って管轄裁判所とします。
第２５条（相談窓口）
本契約に関するご相談は下記の窓口までお願いします。
社　　名：株式会社いえらぶパートナーズ
住　　所：〒163-0248　東京都新宿区西新宿2-6-1　新宿住友ビル48階
電話番号：03-6240-3390　営業時間：平日９：００～１８：００

【クレジットカード利用時における同意条項】
１．賃料等及び保証料等のご請求について
クレジットカード会社の定めるクレジットカード会員規約に従い決済するものとします。

２．ご登録のクレジットカード利用不能時のお取扱いについて
クレジットカード利用上限額を超えた場合や、クレジットカードの有効期限が切れ、かつ乙のホームペ
ージから再登録されていない場合等の理由により、クレジットカード利用不能の際は、事前に届け出
された甲指定口座からの口座振替となります（約定日『毎月２６日または２７日』）。なお、引落・送金手
数料は引落結果を問わず発生します。また、引落しができなかった場合の払込手数料は甲の負担とな
ります。

３．クレジットカード決済に関連する情報の管理について
クレジットカード決済に関する情報（カード番号、名義人情報、セキュリティコード等）を含む一切の情
報について、万一、甲と乙の間に入る代理店（以下「店子」という）が管理する業務端末またはその従業
員等から漏えい、流出、または不正使用等が発生した場合、当該店子がその責任を負うものとします。
あわせて、店子は当該情報の保護を目的とし、業務端末等の適切なセキュリティ対策および関係従業
員への教育・監督等、必要かつ合理的な措置を講じるものとします。

４．反社会的勢力との関係排除に関する確約
店子は、自己が反社会的勢力に該当せず、また関係を有しないことを確約します。これに違反した場
合、乙は催告なく本契約その他の取引を解除または停止できるものとします。

５．クレジットカード決済代金の立替払いについて
甲は、クレジットカード決済による賃料等の回収に関して、カード会社より入金がなされる前であって
も、乙が店子に対して立替払いを行うことについて承諾するものとします。

※口座振替において、約定日『毎月２６日または２７日に引落しができず、再請求した場合には請求事
務手数料の税込２，９７０円（保証プラン名が駐車場・コンテナ・切替の場合は税込１，１００円）が発
生します。

※クレジットカード利用不能の事由が解消された場合、その次月以降はクレジットカード決済となりま
す。

※「リボ払い」で支払う場合、リボ払い手数料がかかることがあります。
※クレジットカード決済から口座振替に変更となった場合、同一月に２ヶ月分の賃料等が引落しされる
ことがあります。

【家財保険に関する特約条項　※住居用（保険付）プランのみ】
１．本特約は、「家財保険」付帯プランにのみ適用されます。
２．乙は家財保険（以下「本家財保険」という）の補償を甲に無料で提供します。
３．本家財保険は本家財保険の特約として借家人賠償責任補償・個人賠償責任補償・修理費用補償を付
帯します。なお、詳細（補償内容等）については、本サービス申込時に提示するパンフレットまたは家財
総合保険普通保険約款記載の内容とします。

４．本家財保険の補償内容等については、自然災害の状況等により変更される場合があります。
５．家財保険を提供している提携保険会社の事業継続が困難となった場合や、乙の判断により業務提携
の継続が困難となった場合は、家財保険の内容が変更・廃止されることがあります。

【各付帯サービスに関する特約条項】
１．本特約は、シニア向け総合見守りサービス［まごころ］・近隣トラブル解決支援サービス
［mamorocca］・家電の安心サポート修理サービス［Syu-rIt!］等の各種付帯サービスが設定され
ている場合に、付帯されている各サービスに対して適用されます。

２．乙は各種付帯サービスを甲に無料で提供します。 
３．付帯サービスの詳細（サービス内容及び利用規約等）については、別途提示するパンフレットに記載す
るものとします。

４．付帯サービス提携事業者の事業継続が困難となった場合や、乙の判断により業務提携の継続が困難
となった場合は、同サービスの内容が変更・廃止されることがあります。

信用情報の取扱に関する同意書
本申込・契約に係る個人情報・法人情報（以下、「個人情報等」という）の提供、登録、使用及び電話接続状
況履歴の取得に関する同意内容は以下のとおりです。

１．（個人情報等の使用）
当社は、当社が加盟する信用情報機関（以下、「加盟先機関」という）及び加盟先機関と提携する信用
情報機関（以下、「提携先機関」という）に契約者及び保証人（申込者及び保証人予定者を含む。以下同
じ）の個人情報等が登録されている場合には、当該個人情報等の提供を受け、返済または支払能力を
調査する目的のみに使用します。

２．（個人情報等の信用情報機関への提供）
当社は、契約者及び保証人に係る本申込及び本契約に基づく個人情報等（本人を特定するための情
報。氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等を

2025.08※法令の改正、社会情勢の変化、またはサービス内容の変更等により、本約款を改定することがあります。

指す）、並びに申込日及び申込商品種別等の情報（以下、「申込情報」という）、契約内容に関する情報
（契約の種類、契約日、保証額等）、返済状況に関する情報（入金日、入金予定日、残高金額、完済日、
延滞、延滞解消等）、及び取引事実に関する情報（債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申
立、債権譲渡等）を、加盟先機関に提供します。

３．（個人情報等の登録）
加盟先機関の、当該申込情報の登録期間は照会日から６か月以内です。また、当該個人情報等のう
ち、本人を特定するための情報については契約内容、返済状況または取引事実に関する情報のいず
れかが登録されている期間、契約内容に関する情報、返済状況に関する情報、取引事実に関する情報
の登録期間は契約継続中及び契約終了後５年以内（ただし、債権譲渡の事実に係る情報については
当該事実の発生日から１年以内）です。

４．（個人情報等の他会員への提供）
加盟先機関は、当該申込情報並びに当該個人情報等を、加盟会員及び提携先機関の加盟会員に提供
します。加盟先機関及び提携先機関の加盟会員は、当該情報を、返済または支払能力を調査する目的

のみに使用します。
５．（当社が加盟する信用情報機関及び当該機関が提携する信用情報機関）
当社が加盟する信用情報機関及び当該機関が提携する信用情報機関の名称及び連絡先は以下のと
おりです。
＜当社が加盟する信用情報機関＞
株式会社日本信用情報機構　https://www.jicc.co.jp
＜当社が加盟する信用情報機関が提携する信用情報機関＞
全国銀行個人信用情報センター　https://www.zenginkyo.or.jp/
株式会社シー・アイ・シー　https://www.cic.co.jp/

※開示等の手続きについて 
契約者及び保証人は、加盟先機関に登録されている個人情報に係る開示請求または当該個人情報に
誤りがある場合の訂正、削除等の申立を、加盟先機関が定める手続き及び方法によって行うことがで
きます。

個人情報の取扱に関する同意条項
第１条（個人情報の収集・保有・利用）
１．賃貸保証委託契約（その申込を含む。以下「本契約」という）の申込者（契約者も含む。以下「甲」とい
う）は、本契約を含む株式会社いえらぶパートナーズ（以下「乙」という）との取引の与信判断及び取引
管理（督促含む）のため、以下の情報（以下これらを総称して「個人情報」という）を乙が保護措置を講
じた上で収集・利用することに同意します。
（１）本契約に関し、賃貸保証委託契約書、入居申込書、賃貸借契約書等に甲が記載した申込者の

氏名、性別、年齢、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、家族構成、住居状況、
e-mailアドレス、その他入居申込書の記載内容により乙が知り得た申込者本人の情報

（２）賃貸借物件の所在地、物件名、賃料、敷金、その他の契約条件等、賃貸借契約に関する詳細情報
（３）本契約に付随して乙が知り得た、申込者、同居予定者、緊急連絡先、連帯保証人等の必要情報
（４）乙が必要と認め、乙の求めにより甲から提出された、本人確認資料類に記載された情報
（５）本契約締結後の月々の返済状況等の取引情報
（６）お問合せまたは連絡した際等の会話の記録情報
（７）本契約に関する契約後の管理のため、乙が必要と認めて取得した申込者等の住民票等に記載さ

れた情報
（８）官報や電話帳等一般に公開されている情報
２．本契約に基づき、乙によって甲に対して保証債務が履行された場合、乙が個人情報の保護措置を講じ
た上で、前項により収集した個人情報を、求償債権の管理業務のために保有・利用します。

３．乙が本契約に関する契約後の管理業務等の一部（コンピューター事務、督促業務、代金決済事務及び
これらに付随する業務）を、乙の委託先企業に委託する場合に、乙が個人情報の保護措置を講じた上
で、１項により収集した個人情報を当該委託先に提供し、当該委託先企業が受託の目的に限って利用
することがあります。

第２条（個人情報の利用）
甲は、乙が以下の目的のために第１条１項（１）の個人情報を利用することに同意します。
（１）乙の事業における新商品情報のお知らせ、関連するアフターサービス
（２）乙の事業における市場調査、商品開発
（３）乙の事業における宣伝物・印刷物の送付等の営業案内
（４）外部から受託した乙以外の宣伝物・印刷物の送付等
第３条（家賃債務保証情報取扱機関への登録・利用）
１．甲は、乙が甲への与信または与信後の管理のために、甲に関する個人情報について乙の加盟する家
賃債務保証情報取扱機関に照会すること、及び甲に関する個人情報が登録されている場合に乙がそ

れを利用することに同意します。
２．甲は、本契約に関する客観的な取引事実に基づく個人情報が乙の加盟する家賃債務保証情報取扱機
関に以下の表に定める期間登録され、乙の加盟する家賃債務保証情報取扱機関の会員により甲の賃
料等の支払能力に関する調査のために利用されることに同意します。

３．家賃債務保証情報取扱機関に登録する情報は、以下の事実です。
（１）甲の氏名、住所、生年月日、電話番号、月額賃料
（２）甲の月額賃料、債務の支払を延滞した事実
（３）甲・乙間または甲・賃貸人間の係争事実
第４条（提携先及び個人信用情報への利用の同意）
甲は、乙が甲の支払能力の調査のために、乙の提携先に照会し、甲の申込情報が登録されている場合に
はそれを利用することに同意します。
第５条（個人情報の提供・開示等の同意）
１．甲は、乙が各種法令の規定により公的機関等から個人情報の提出を求められた場合、及びそれに準ず
る公共の利益のため必要がある場合、公的機関等に個人情報を提供することに同意します。

２．甲は、本契約が本契約の目的物件に関する甲と賃貸人との賃貸借契約に立脚しているため、乙が以下
の（１）の第三者に対して、（２）記載の本契約に関する甲の情報を、求めがあった場合には、合理的な
範囲で電話・郵送・メール等の方法により提供することに同意します。
（１）第三者の範囲　

①目的物件の所有者（新所有者含）
②目的物件の賃貸人（新賃貸人含）　
③目的物件の管理業務を受託する会社
④目的物件の資産運用会社

（２）提供する情報

①本契約の内容
②本契約の履行状況
③本契約の申込時の審査結果

３．甲は、乙が債権管理回収業に関する特別措置法に基づき、債権回収会社に債権回収の委託（含む、債
権譲渡）をする場合、第１条により取得した個人情報を債権回収会社に郵送・メール等の方法により提
供することに同意します。

４．甲は、乙が提携する保険会社、保険取扱代理店、及びその他各種付帯サービスを提供している事業者
に、第１条により取得した個人情報を電磁的方法により提供することに同意します。

５．甲は、乙が本契約の緊急連絡先等に連絡をする際、契約照合及び状況説明のために、当該緊急連絡
先等に本条２項（２）の内容を電話・郵送・メール等の方法により開示することに同意します。

第６条（個人情報取扱いの委託）
甲は、乙の事業運営上、本条項記載の利用目的の範囲に限って個人情報を外部に委託することに同意し
ます。この場合、乙は、個人情報保護水準の高い委託先を選定し、個人情報の適正管理・機密保持につい
ての契約を交わし、適切な管理を実施します。
第７条（個人情報の開示・訂正・追加・削除）
甲は、乙に取得されている自己に関する個人情報を乙の所定の方法により開示するよう請求することが
できるものとします（この開示により、情報内容が不正確、または誤りであることが判明した場合には、乙
はこの結果に基づいて速やかにその訂正、追加または削除に応じるものとします）。
第８条（本同意条項に不同意の場合）
１．甲が本件委託契約において必要な記載事項（入居申込書（保証申込書）、保証委託契約書で記載すべ
き事項）の記載を希望しない場合、及び本条項の内容の全部、または一部を承認できない場合は、乙
は本件委託契約を拒否する場合があるものとします。ただし、本条項の第２条に同意しない場合は、こ
れを理由に乙が本件委託契約を拒否することは、ないものとします。

２．賃貸人またはその代理人が、別途「保証約款」に定める個人情報の取得・利用・提供等に不同意の場合
は、乙はこれを理由に本契約を拒否する場合があります。

第9条（問合せ窓口及び個人情報保護管理者）
個人情報の開示・訂正・追加・削除に関する請求窓口、及び個人情報に関するお問合せは下記の通りとし
ます。
社　　名：株式会社いえらぶパートナーズ
住　　所：〒163-0248　東京都新宿区西新宿2-6-1　新宿住友ビル48階
電話番号：03-6240-3390
個人情報保護管理者：代表取締役社長

登録情報

氏名、生年月日、住所、
電話番号等の本人情報

登録期間

下記のいずれかが登録されている期間

乙が家賃債務保証情報取扱機関に
照会した日から6か月

契約期間中及び契約終了後
債務がなくなってから5年間

本契約に関する申込みをした事実

本契約に関する客観的な取引事実


